
 

 

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ４ 日 

電力・ガス取引監視等委員会 

 

ガスの特別な事後監視について（第１回） 

 

（趣旨） 

ガスシステム改革小委員会において、経過措置料金規制が課されない、又は経過

措置料金規制が解除されたガス小売事業者のうち、旧供給区域等における都市ガス

（又は簡易ガス）の利用率が５０％を超える事業者については、「特別な事後監視」と

して、ガス小売料金の合理的でない値上げが行われないよう、当該旧供給区域の料

金水準（標準家庭における１ヶ月のガス使用量を前提としたガス料金）を、３年間監視

することとされています。 

本年４月から６月を対象とした「特別な事後監視」の結果について公表します。 

 

１．調査の概要 

(1) 対象事業者・供給区域等 

① 経過措置料金規制が課されないガス小売事業者のうち、供給区域等におけ

る都市ガス（簡易ガス）利用率が５０％を超えている事業者 

 旧一般ガス事業者：２４事業者３１供給区域 

 旧簡易ガス事業者：３１５事業者９１５団地 

 

(2) 事業者からの報告事項 

① 第一回での報告徴収では、対象となる事業者より以下の情報を収集した。 

 平成２９年３月～６月の標準家庭における１ヶ月のガス使用量及び当該

ガス使用量を前提として算定したガス料金（月次） 

 平成２８年４月～平成２９年６月の原料費調整額（月次） 

 平成２８年４月～平成２９年６月の家庭用におけるガス販売量及び販売

額（月次） 

 

２．調査結果 

平成２９年４月から平成２９年６月までの間を対象として実施した「特別な事後監視」

において、問題となるような事例は認められなかった。 

以上 


